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コーポレートガバナンス

　久光製薬は、経営の機動性・透明性の向上と経営監督機能の強化を重要な課題として位置付けています。そのた
め、執行役員制度の導入、社内規定整備、委員会設置等や、以下のようなさまざまな施策と機構改革を実施していま
す。

■ 取 締 役・監 査 役・執 行 役 員

　2011年より取締役の任期を2年から1年へと定款
変更を行い、取締役の経営責任をより明確にし、経営
環境の変化に対応できる経営体制としました。また、
2013年5月開催の定時株主総会において、組織拡大
に伴う経営体制の一層の強化・充実を図るため、取締
役の員数を10名以内から12名以内に変更しました。 
　また、執行役員制度を採用しており、経営判断の迅
速化、透明性、戦略性の向上を図っています。経営にお
ける重要な意思決定は、主要な取締役・執行役員から
構成される経営諮問会議において行い、重要な決議事
項は取締役会において審議、決定しています。このよう
に、経営の監督および意思決定機能と業務執行機能の

分離・分権化を進めその双方の機能を強化することに
努めています。監査役制度については、社外監査役2
名を含む４名の体制から、2011年5月開催の定時株主
総会において2名増員し6名体制にしました（うち、社外
監査役3名）。より一層の経営監督機能を強化し、監査
体制を強化しています。監査役は取締役会に出席する
ほか、定期的に監査役会を開催し、適宜必要に応じて
会計監査人より監査状況に関する報告を受けます。
　2013年度は、取締役会8回、監査役会8回を開催し
ました。3名の社外監査役は当社からの独立性が確保
されており、経営監督の面でのチェック機能が十分は
たらいていると判断しています。また、3名の社外監査
役のうち2名は、証券取引所の有価証券上場規程で定
められている独立役員として届け出ています。
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■ 内 部 監 査

　内部監査部門として内部監査室を設置し、専任担当
者を配置しています。内部監査室は業務活動の有効
性・適正性および法令・定款に関するコンプライアンス
等の適合性確保の観点から当社およびグループ各社
の業務執行状況の監査を実施し、取締役会、監査役
会、担当部門長および担当取締役に報告し、必要に応
じて内部統制の改善指導および実施の支援・助言を
行っています。また、子会社各社の企業憲章、経理規定
の継続的見直しを推進しており、健全な経理環境を維
持するように努めています。

■ 内 部 統 制 シ ス テ ム

　当社は、2006年5月の会社法施行に対応し、内部統
制基本方針を制定しました。企業活動に際しての法の
遵守、企業倫理の高揚、コンプライアンス遵守の徹底
および経営の透明性向上に努め、コーポレートガバナ
ンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速に対
応できる組織体制を構築することを重要な施策と位置
付けています。

久光製薬株式会社は、業務の適正を確保するため、以下の規定を定めました。

■ 会 計 監 査

　久光製薬は、会計監査を担当する会計監査人とし
て、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を結んでお
り、正しい経営情報を提供するなど、公正な立場から監
査が実施される環境を提供しています。業務を執行し
た指定有限責任社員・業務執行社員は2名で、その他
補助として公認会計士8名、その他6名が任に当たり、
いずれも継続監査年数については7年以内でした。 
　なお、有限責任 あずさ監査法人および指定有限責
任社員・業務執行社員と当社の間には特別な利害関係
はありません。

■ 情 報 開 示 と I R 活 動

　法令および上場ルールに則り、公平かつ適時適切な
会社情報の開示ができるように2001年3月にディスク
ロージャー・ポリシーを策定し、全役員・全従業員はディ
スクロージャー・ポリシー規定に基づき情報開示に努
めています。 
　また、経営の透明性を高めるため、積極的な情報開
示に努めるとともに、活発なIR（株主・投資家への広報）
活動を通じて、株主および投資家の皆さまとの円滑な
コミュニケーションを図っています。

１．取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制の整備 
２．損失の危険の管理に関する規程その他の体制の整備
３．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の整備
４．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備
５．当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制の整備
６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 
７．前記６の使用人の取締役からの独立性に関する事項 
８．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制の整備
９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制の整備

内部統制規定書
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　人々の健康にかかわる医薬品企業は、生命の尊厳を尊重し、科学に対する謙虚さと社会に対する良識を持って事
業に従事することが求められます。 
　久光製薬は事業活動において、社会の基本的ルールや規則を誠実に遵守し、高い倫理観をもって行動し、経営理念

「世界の人々のQOL向上を目指す」の実現に努めています。

■ コ ン プ ラ イ ア ン ス の 推 進

　コンプライアンスの徹底と倫理性を確保するため、
2002年6月に「久光企業憲章」を制定し、その推進に
あたりコンプライアンス推進担当の取締役を委員長と
するコンプライアンス推進委員会およびその事務局と
してコンプライアンス推進室を設置しました。「久光企
業憲章」は、全役員・従業員にハンドブックとして配布さ
れています。2008年8月には、法改正への対応や従業
員の理解向上を目的とした「久光企業憲章」の改訂を
行い、2009年以降各部門にて読み合わせの実施や、
全管理者への教育研修を毎年継続して行っています。 
　また、社内通報窓口「久光ほっとライン」を設置し、コ
ンプライアンス違反の発見と抑止につなげています。
今後も継続して当社およびグループ各社における企
業倫理、環境保全、個人情報保護など社会的責任にか
かわるコンプラ
イアンスのさら
なる充実・維持
強化を図ってい
きます。

■治験審査委員会
　臨床試験に参加される患者さんの人権や安全の確
保を図るために、薬事法やGCPを遵守してプロトコー
ルを作成するとともに、インフォームド・コンセントを患
者さんからいただいています。また、「治験審査委員
会」を設置し、試験の倫理的および科学的な妥当性を
評価しています。
　海外での臨床試験においてもICH-GCPを遵守する
とともに、各国の法規やガイドラインに従って実施して
います。

■医薬情報担当者のコンプライアンス
　医薬品情報を医療関係者や患者さんに提供する医
薬情報担当者は、適切で正確な情報をお伝えするとと
もに高い倫理観を持って行動することが求められま
す。その為に、医薬情報担当者は社内規定のコンプラ
イアンス・プログラムを遵守するとともに、公正取引委
員会・消費者庁長官認定の医療用医薬品製造販売業
公正競争規約を遵守する為、社内においては研修会や
事例研究会を実施し行動規範の向上に努めています。
■海外子会社のコンプライアンス
　アメリカで事業展開するノーベンでは、GMP・GLPな
どの薬事法規に従った社内規定を制定し運用、管理し
ています。また、規定の運用手順を定め、入社時および
定期的に社員への研修を行っています。社内規定およ
び運用手順はネットワークシステムで管理され、ルー
ルに従って、いつでも社内外からアクセスすることが
可能になっています。

■ 透 明 性 ガ イド ラ イ ン

　日本製薬工業協会は、「企業活動と医療機関等
の関係の透明性ガイドライン」を2011年に策定、
2013年に改定しました。これは、ライフサイエン
スの発展に寄与する企業活動が高い倫理性のもと
で行われ、研究開発費、学術研究助成費、原稿執筆
料、情報提供関連費、その他費用を公表し、医療機
関等との関係の透明性を確保することを目的に作
成されました。 
　当社も、このガイドラインに沿って行動指針を策
定し、医療機関と透明性のある関係構築に努めて
います。

GCP ： 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令

 

コンプライアンス

久光企業憲章の読み合わせを、全社員
を対象に行っています。
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■ 個 人 情 報 保 護 委 員 会

　久光製薬では、個人情報の管理を徹底するため、
2005年4月に「個人情報取扱規定」を制定するととも
に、コンプライアンス推進担当の取締役を委員長とす
る個人情報保護委員会を設置しました。個人情報保護
委員会は、個人情報の管理に関する全社の取り組みを
検討するなど、必要に応じて随時開催しています。 
　また、個人情報の管理責任者および取扱責任者を任
命し、個人情報の管理・徹底に取り組んでいます。

■ 動 物 愛 護 の 取 り 組 み

　久光製薬では「動物の愛護及び管理に関する法律」
をはじめ、関連する指針等を踏まえ、動物実験が科学
的および動物愛護の観点から適切に実施されるよう、

「動物実験指針」を制定しています。また、動物実験委
員会を設置し、すべての動物実験が3R※の考え方に基
づいた適正なものであることを確認しています。さら
に動物実験の実施体制について定期的な自己点検を
行うとともに、各研究員への教育訓練を行い、適正な
動物実験に努めています。 
　2012年度には、動物愛護の取り組みについて公益
財団法人ヒューマンサイエンス振興財団による審査を
受け、動物実験実施施設認定
証を取得しました。今後もさら
なる動物実験の効率化と動物
愛護の維持・向上に努めてい
きます。
※3R ： Replacement(代替法の選択)、
　　 　Reduction(動物数の削減）、        
　　　Refinement(苦痛の軽減)

■ ハ ラ ス メ ン卜 防 止

　セクシャルハラスメントやパワーハラスメントは、従
業員の個人としての尊厳を傷つける社会的に許され
ない行為であるとともに、その能力の発揮を妨げま
す。また、会社にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害
し、社会的評価に影響を与えます。当社では、より良い
職場環境を実現するため、ハラスメントの禁止を宣言
するとともに、就業規則および久光企業憲章でその禁
止を定め、専門の相談窓口を設置しています。

■ C S R 調 達

　経済活動が国境を越えてグローバルに展開する今
日、企業に求められる責任は、企業本体だけでなくその
傘下にある海外子会社の活動も含まれるようになって
きました。さらに、原材料やさまざまな物品の調達に関
わるサプライヤーの環境、人権、労働などの課題に対
しても、企業の適切な対応が、国内外から厳しく問われ
るようになりました。 
　当社は、原材料の生産現場で、環境への深刻な影響
が生じていないか定期的に現地査察を行っています。
また、環境や社会課題に配慮して生産された認証原料
の購買拡大にも努めています。さらに、生産現場での
児童労働排除や最低賃金の確保などの情報収集に努
め、CSR調達の推進に取り組んでいます。

生産現場を実地見聞し、環境や社会への配慮を確
認しています。

動物慰霊祭を行い、動物愛護の啓発に
努めています。
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　有事の際に事業態勢の早期復旧ができるよう、さまざまな角度から事例を検討してＢＣＰの策定を行っています。
患者さんへの安定した医薬品提供を行うことが医薬品産業の社会的責任と認識し、前提条件や想定リスクの検証を
通じて、復旧手順の精度を上げる努力を重ねています。 
　また、ＢＣＰをより確実に実行するため、平常時の対策確認や初期対応の訓練なども進めています。

BCP ： Business Continuity Plan（事業継続計画）

■ 防 災 マ ニ ュア ル の 整 備

　マニュアルの整備においては、現状を踏まえて実行
可能か常に検証を行っています。春と秋の防災訓練で
は、各従業員の活動範囲の確認、マニュアル記載項目
の検証などを実施しています。 
　また、災害対策事務局メンバーが、関係当局との連
携や最新の防災動向を確認するとともに、東日本大震
災の教訓を風化させないよう従業員の防災意識の向
上に努めています。

■ 従 業 員 の 安 全 確 保

　緊急連絡体制の整備として、携帯端末のＥ-メールを
使った安否確認訓練を定期的に実施しています。機種
やアドレス変更などの理由で通報メッセージを受信で
きないことがないよう、データの更新を随時行ってい
ます。
　防災グッズの配布に関しては、人事異動の際も常に
人とグッズの数が一致するよう、各事業所での確認や
再配備を行っています。 
　また、飲料水や非常食の期限を定期的に点検するこ
とで、常に有事の際に対応できる状態にしています。

■ 建 物 の 耐 震 補 強

　東京本社は、次世代型耐震構造の建物に入居してい
ます。九州本社は、専門業者による耐震診断を受け、新
耐震基準に合うように補強工事を行いました。 
　東日本大震災で被害を受けた宇都宮工場も、耐震
構造から制振構造を施した建物に改良しました。

■ サ プ ラ イ チェ ー ン の 強 化

　災害による社会インフラのダメージと、生産に必要
な原材料の供給断絶は、事業継続上の大きなリスクと
なります。 
　当社は、安定して原材料の確保ができるよう、購入
先の分散化などサプライチェーンの強化を図っていま
す。複数購買を基本とし、供給メーカーの立地場所も
集中しないよう考慮しています。 
　また、医薬品で使用する原材料は、試作や分析試験
を通じて品質に問題がないことを予め確認することが
法的に求められます。そのため、使用可能な原材料を
複数評価し、緊急時の切り替えが円滑にいくよう対応
を図っています。

ブレースによる耐震補強を、古い基準の建物に行
いました。

お客さまとのかかわりお客さまとのかかわり
C u s t o m e rCCCCCCCCC uuuuu ssssss ttttttt ooooooommmmmmeeeeee rrrrrrrrrrrCCCCCC uu ss tt oomm ee rrrrrreeeeeettttttCCCCCC u s t o m e r

BCP

飲料水や非常食を、災害に備えてストックしてい
ます。


